
 

 

 

議案第７号 

   訴訟上の和解について 

 次のとおり訴訟上の和解をすることについて、地方公営企業法（昭和２７年

法律第２９２号）第４０条第２項及び大網白里市病院事業の設置等に関する条

例（昭和６０年条例第１号）第６条の規定により適用する地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議

会の議決を求める。 

  令和元年６月７日提出 

大網白里市長  金 坂  昌 典   

 

１ 事件名 

  東京高等裁判所 平成２８年（ネ）第４０３５号 損害賠償請求控訴事件 

２ 当事者 

  原告 個人 

 

  被告 大網白里市 

     代表者 大網白里市長 金 坂  昌 典 

３ 和解金額 

  １，２００，０００円 

４ 和解条件 

(1) 市は相手方に対し、本件解決金として１２０万円の支払義務があること

を認める。 

(2) 市は相手方に対し、前項の金員を指定する期日までに指定する口座へ送

金する方法により支払う。ただし、送金に要する費用は市の負担とする。 

(3) 市が前項の支払を怠ったときは、市は相手方に対し、前項の金員の残金

のほか、指定する期日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を

前項と同様の方法により支払う。 

(4) 相手方は、その余の請求を放棄する。 

(5) 市は相手方に対し、平成２３年７月４日から平成２４年１１月１３日ま

での入院治療費合計１１４万４，８９４円に係る相手方の支払義務を免除



 

 

 

する。 

(6) 市と相手方は、本件に関しては、上記の事項を除いては相互に何ら債権

債務がないことを確認する。  

(7) 訴訟費用は、第１審及び第２審を通じ各自の負担とする。 

５ 事件の概要 

本件は、原告の親族が大網病院で受けた医療行為に対し、過失があったと

して市に対し、４，５０４万９，６８９円及びこれらに対する遅延損害金の

賠償を求めた件である。 

原告は、平成２６年４月２２日付けで千葉地方裁判所へ訴訟を提起したが、

平成２８年７月８日付けで原告の請求を棄却する判決が言い渡され、これを

不服とし、平成２８年７月２２日付けで東京高等裁判所へ原判決の取り消し

を求め控訴した。 

本件については、去る令和元年５月１０日付けで両当事者に対し、東京高

等裁判所から和解案が提示されたことから、和解しようととするものである。 


